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１ はじめに
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●労働施策総合推進法により、職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務化。
施行日：大企業はＲ２年６月１日～、中小企業（以下の①又は②のいずれかを満たすもの）はＲ４年４月１日～

業 種 ①資本金の額又は
出資の総額

②常時使用する
従業員の数

小売業 5,000万円以下 ５０人以下

サービス業
（サービス業、医療・福祉等）

5,000万円以下 １００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

その他の業種
（製造業、建設業、運輸業等上記以外全て） ３億円以下 ３００人以下

●職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策及び妊娠・出産等に関するハラスメント
防止対策は男女雇用機会均等法により、職場における育児休業・介護休業等に関する
ハラスメント防止対策は育児・介護休業法により、全ての事業主に義務化されている。



２ 法で定められたハラスメントとは

（１）パワーハラスメント

●定義

「職場」において行われる

①優越的な関係を背景として行われる言動であって

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③「労働者」の就業環境が害されるもの

であり、①から③までの３つの要素を全て満たすもの
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「職場」→・労働者が業務を遂行する場所を指す

（例 出張先、業務で使用する車中

取引先との打ち合わせの場所（接待の席も含む）

・職務との関連性等を考慮し個別に判断が必要なもの

（例 勤務時間外の懇親の場、社員寮、通勤中）

「労働者」→・非正規雇用労働者を含む雇用する全ての労働者

・派遣労働者は、派遣元のみならず派遣先も措置を

講じる必要がある

※「職場」「労働者」はセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等

ハラスメントも共通
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●類型

・６類型（詳細はパンフP４）

①身体的な攻撃

②精神的な攻撃

③人間関係からの切り離し

④過大な要求

⑤過小な要求

⑥個の侵害



（２）セクシュアルハラスメント

●定義

「職場」において行われる「労働者」の意に反する

「性的な言動」に対する労働者の対応により

その労働者が労働条件について不利益を受けたり、

「性的な言動」により就業環境が害されること

※「職場」「労働者」はパワーハラスメント（P4）と共通
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●類型
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（３）妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

●定義
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※「職場」「労働者」はパワーハラスメント（P4）と共通

「職場」において行われる上司・同僚からの言動（妊娠・出産したこと、育児休業等の利用
に関する言動）により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男
女労働者」の就業環境が害されることです。



●類型
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・対象となる制度等



①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
（上司：１回でも）

②制度等の利用の請求又は制度等の利用を阻害するもの
（上司：１回でも、同僚：繰り返しまたは継続的）

③制度等を利用したことにより嫌がらせ等をするもの
（上司・同僚：繰り返しまたは継続的）
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・ハラスメントの種類
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・対象となる事由

・ハラスメントの種類

①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
（上司：１回でも）

②妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの
（上司・同僚：繰り返しまたは継続的）



３ 事業主が講ずべき措置

防止のための措置

(1)就業規則等の整備及び周知

①ハラスメントの内容・行ってはならない旨の方針

②行為者への厳正な対処方針・対処内容

③相談窓口

④プライバシー保護措置

⑤不利益取扱いをされない旨

※妊娠・出産・育児休業等ハラスメントのみ

⑥否定的な言動が発生原因になり得ること

⑦制度等の利用ができること

(2)相談に対する適切な対応のための体制の整備

※妊娠・出産・育児休業等ハラスメントのみ

(3)原因解消のための業務体制の整備など

事後対応

(1)事実関係の確認

(2)被害者・行為者への措置

(3)再発防止措置
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●全体像



①ハラスメントの内容・行ってはならない旨の方針の明確化と周知
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●防止のための措置 （１）就業規則等の整備及び周知



②行為者への厳正な対処方針・対処内容の規定化と周知
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③相談窓口の設置及び周知
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④プライバシー保護措置の実施と周知
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⑤不利益取扱いをされない旨の定めと周知

22



対応例

パンフP36 就業規則に明記されていない事項をリーフレットなどで周知する例

就業規則本則の服務規律及び
懲戒規定が、ハラスメント対
策について明記していないが、
読み込める内容である
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原因、背景の説明

ハラスメン
トの内容、
行ってはな
らない旨の
定め

具体的行為
を記載して
いる
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・対象が非正規、派遣含む全社員であること
・セクハラ行為者は自社労働者以外を含むこと
・妊娠等ハラスメントの行為者は上司、同僚であること

を明確化

行為者への厳正対処方針、対処内容を明確化
・就業規則の懲戒事由にハラスメント行為が該
当することを明示
・処分の判断要素を示している
※言動と処分を対応させて示す例はパンフP38
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・相談窓口を周知
・相談しやすくするため
①メールや電話も受付、②
該当するか微妙な場合も対
応することを明示、③男女
の担当者を選任
・プライバシー保護を明示

妊娠等ハラスメントに関し、
制度利用が可能であることを
明示
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不利益取扱いしない旨を明示



神奈川労働局ホームページ
職場のハラスメントに関する情報を集約

【掲載内容】
・職場内周知用リーフレットデータ
・厚労省作成パンフレット、リーフレット
・ポータルサイト「あかるい職場応援団」
へのリンク など

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
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●対応が漏れがちな点
□正社員以外の労働者の就業規則等が整備できているか

□周知対象に漏れがないか

□非正規 □派遣 □新規採用者

□社内イントラで周知している場合、業務で社内イントラを見ることができない労働者

□相談者以外の関係者のプライバシー保護措置を定め周知しているか

□相談したこと以外の事実関係の確認に協力したことなどを理由として、

不利益取扱いをされない旨を定めて周知しているか
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（２）相談に対する適切な対応のための体制の整備
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●防止のための措置



対応例 相談に適切に対応できるようにするための体制

パンフP40 相談・苦情への対応の流れの例

右の図へ続く
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（３）原因解消のための業務体制の整備など
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●防止のための措置



（１）事実関係の確認
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●事後対応



（２）被害者・行為者への措置
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●事後対応



（３）再発防止措置
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●事後対応



４ 事業主の責務（努力義務）

●ハラスメントを行ってはならないこと等に対する自社の労

働者の関心と理解を深めるとともに、自社の労働者が他の

労働者（※）に対する言動に必要な注意を払うよう、必要

な配慮をすること

●事業主自身（法人の場合はその役員）が労働者（※）に対

する言動に必要な注意を払うこと

（※）取引先等の他社労働者、求職者を含む
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５ 事業主が行うことが望ましい取組（指針）
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①自ら雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組

→取引先労働者、求職者（就活生含む）、インターンシップ生、個人事業主 等

・これらの者に対する言動についても、ハラスメントを行ってはならない旨

の方針を明確化する際に同様の方針を示す

・これらの者から相談があった場合に、措置義務を参考に適切な対応を行う

②他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著

しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組

・相談体制の整備

・被害者の配慮のための取組

メンタルヘルス不調の相談対応、顧客等からの著しい迷惑行為に一人で対応させない

・対応マニュアル作成や研修の実施



ハラスメント対応特別相談窓口
～令和３年１２月１日から開設～

【ハラスメント対策として事業主が講ずべき措置】
１ 事業主の方針の明確化及び周知啓発
２ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
３ 事後の迅速かつ適切な対応
４ 併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止)

神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
開設時間 ８時３０分から１７時１５分（土日祝日、年末年始除く）
電 話 ０４５－２１１－７３８０
住 所 横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎１３階

労働施策総合推進法の改正により、令和４年４月１日から中小企業事業主にパワーハラスメント対

策を講じることが義務づけられます（大企業は令和２年６月１日から義務化）。

また、全ての事業主に対して、男女雇用機会均等法によりセクシュアルハラスメント対策及び妊娠・

出産等に関するハラスメント対策、育児・介護休業法により育児休業・介護休業等に関するハラスメン

ト対策を講じることが義務づけられています。

神奈川労働局では、主に中小企業事業主の皆様が法に則った措置を講じることができるよう、特別

相談窓口を開設し、相談に対応いたします。

もちろん、大企業や
労働者からのハラス
メントに係る相談も
承っています。

参
考
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以上で説明を終了いたします。
ご清聴ありがとうございました。


